
長期モニタリング計画策定までのスケジュールについて 

 平成 24 年度より長期モニタリングを実施するにあたって、平成 23 年度中に【長期モニ
タリング計画】を策定することとなっている。長期モニタリング計画のモニタリング項目

については、平成 22年度第２回知床世界自然遺産地域科学委員会において、その評価主体
が各ＷＧ等に割り振られており、各ＷＧ等には、担当するモニタリング項目の確認と各WG
等で独自に実施することとなっているモニタリング項目との整合を図ることが求められて

いる。 
また、長期モニタリング計画本文については、敷田委員と相談のうえ、構成の変更をす

ることとなっている。以下に、今年度における長期モニタリング計画の策定スケジュール

を記す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料２－１

※各ＷＧ等で議論された内容を構造のなかに落

とし込んで、モニタリング本体を作成する。 

各ＷＧ等での担当モニタリング項目の検討 

※構造について、H22 年度第２回科学委

員会後に、敷田委員より提案があった。

長期モニタリング計画（素案）の確定 各ＷＧ等で評価基準、評価指標の検討 

長期モニタリング計画（案）の作成 

長期モニタリング計画の構造（案）の作成

○長期モニタリング計画の構成、内容について意見を頂く。 
○各ＷＧ等での検討結果の報告を受けて、作業の分担、評価手順について議論。 

【７月 24 日（日）】平成 23年度第１回知床世界自然遺産地域科学委員会  

【平成 24 年２月】平成 23年度第２回知床世界自然遺産地域科学委員会  

長期モニタリング計画の確定 


